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亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。
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亀 山 市 長   櫻 井 義 之

別  紙  

亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

提 案 理 由

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  



 

 

亀 山 市 条 例 第    号  

 

   亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 亀 山 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ５ ７ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 第 １ 項 中 「 及 び 別 表 第 ２ 」 を 「 か ら 別 表 第 ５ ま で 」 に 改 め

る 。  

 別 表 第 １ の 表 に 見 出 し と し て 「 証 明 等 関 係 手 数 料 」 を 付 す る 。  

 別 表 第 ２ の ２ の 項 中 「 ９ １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ９ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 に

改 め 、 同 表 の ３ の 項 中 「 ８ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ８ ３ ０ ， ０ ０ ０

円 」 に 、 「 ９ ９ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ０ １ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、

「 １ ， １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， １ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ，

４ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ４ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ６ ４ ０ ，

０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ６ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， ８ ５ ０ ， ０ ０ ０

円 」 を 「 ３ ， ８ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ５ ， ０ ９ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を

「 ５ ， １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ， １ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ，

１ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ３ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ３ ４ ０ ，

０ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ， ４ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ５ ０ ０ ， ０ ０ ０

円 」 に 、 「 ２ ， １ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， １ ４ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、

「 ４ ， ３ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， ３ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同

表 の ４ の 項 中 「 ９ １ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ９ ２ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同

表 の １ ５ の 項 中 「 ９ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ９ ９ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、

「 １ ， ６ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ７ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ３ ，

１ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ， ３ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， ８ ９ ０ ，

０ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， ０ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ４ ， ４ ５ ０ ， ０ ０ ０

円 」 を 「 ４ ， ６ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 表 の １ ７ の 項 中 「 ４ １

０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ９ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 」

を 「 ９ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ， １ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ２

１ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ２ ， ８ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ， ９ ５ ０ ，



 

 

０ ０ ０ 円 」 に 、 「 ３ ， ４ ７ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ， ６ ２ ０ ， ０ ０ ０

円 」 に 、 「 ４ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ， １ ７ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に

改 め 、 同 表 の 次 に 次 の ３ 表 を 加 え る 。  

別 表 第 ３ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

１  建 築 基 準 法 関 係 手 数 料  

手 数 料 を 徴 収 す る 事 務  手 数 料 の 名 称  金 額  

１  建 築 基 準 法 （ 昭 和

２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １

号 。 以 下 こ の 表 に お

い て 「 法 」 と い

う 。 ） 第 ６ 条 第 １ 項

（ 法 第 ８ ８ 条 第 １ 項

に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定

に 基 づ く 確 認 の 申 請

又 は 法 第 １ ８ 条 第 ２

項 （ 法 第 ８ ８ 条 第 １

項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 規

定 に 基 づ く 通 知 に 対

す る 審 査  

確 認 申 請 又 は 計

画 通 知 の 手 数 料  

２ の 表 に 定 め る 金 額

（ 申 請 に 係 る 建 築 物 が

法 第 ６ 条 第 ５ 項 の 構 造

計 算 適 合 性 判 定 を 求 め

な け れ ば な ら な い も の

で あ る 場 合 に あ っ て

は 、 建 築 物 ご と に 、 ３

の 表 に 定 め る 金 額 を 加

算 し た 金 額 ）  

２  高 齢 者 、 障 害 者 等

の 移 動 等 の 円 滑 化 の

促 進 に 関 す る 法 律

（ 平 成 １ ８ 年 法 律 第

９ １ 号 ） 第 １ ７ 条 第

４ 項 の 規 定 に よ り 同

条 第 １ 項 の 認 定 申 請

に 併 せ て 提 出 す る 法

第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ く 確 認 の 申 請

に 対 す る 審 査  

バ リ ア フ リ ー 認

定 申 請 に 併 せ て

提 出 す る 建 築 確

認 申 請 手 数 料  

申 請 に 係 る 建 築 物 が 法

第 ６ 条 第 ５ 項 の 構 造 計

算 適 合 性 判 定 を 求 め な

け れ ば な ら な い も の で

あ る 場 合 に あ っ て は 、

建 築 物 ご と に 、 ３ の 表

に 定 め る 金 額 に 消 費 税

及 び 地 方 消 費 税 に 相 当

す る 額 を 加 算 し た 金 額  

３  法 第 ７ 条 第 １ 項

（ 法 第 ８ ８ 条 第 １ 項

に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定

に 基 づ く 検 査 の 申 請

又 は 法 第 １ ８ 条 第 １

４ 項 （ 法 第 ８ ８ 条 第

１ 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） の

規 定 に 基 づ く 通 知 に

完 了 検 査 申 請 又

は 完 了 通 知 の 手

数 料  

４ の 表 に 定 め る 金 額  



 

 

対 す る 審 査  

４  法 第 ８ ５ 条 第 ５ 項

の 規 定 に 基 づ く 仮 設

建 築 物 の 建 築 の 許 可

の 申 請 に 対 す る 審 査  

仮 設 建 築 物 建 築

許 可 申 請 手 数 料  

１ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円  

５  法 第 ８ ６ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ く １ 又

は ２ 以 上 の 建 築 物 に

関 す る 特 例 の 認 定 の

申 請 に 対 す る 審 査  

一 団 地 内 に 建 築

さ れ る １ 又 は ２

以 上 の 建 築 物 の

特 例 認 定 申 請 手

数 料  

建 築 物 の 数 が １ 又 は ２

で あ る 場 合 に あ っ て は

７ ８ ， ０ ０ ０ 円 、 建 築

物 の 数 が ３ 以 上 で あ る

場 合 に あ っ て は ７ ８ ，

０ ０ ０ 円 に ２ を 超 え る

建 築 物 の 数 に ２ ８ ， ０

０ ０ 円 を 乗 じ て 得 た 額

を 加 算 し た 金 額  

６  法 第 ８ ６ 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ く 複 数

建 築 物 に 関 す る 特 例

の 認 定 の 申 請 に 対 す

る 審 査  

既 存 建 築 物 を 前

提 と し た 総 合 的

設 計 に よ る 建 築

物 の 特 例 認 定 申

請 手 数 料  

建 築 物 （ 既 存 建 築 物 を

除 く 。 以 下 こ の 項 に お

い て 同 じ 。 ） の 数 が １

で あ る 場 合 に あ っ て は

７ ８ ， ０ ０ ０ 円 、 建 築

物 の 数 が ２ 以 上 で あ る

場 合 に あ っ て は ７ ８ ，

０ ０ ０ 円 に １ を 超 え る

建 築 物 の 数 に ２ ８ ， ０

０ ０ 円 を 乗 じ て 得 た 額

を 加 算 し た 金 額  

７  法 第 ８ ６ 条 の ２ 第

１ 項 の 規 定 に 基 づ く

一 敷 地 内 認 定 建 築 物

以 外 の 建 築 物 の 建 築

の 認 定 の 申 請 に 対 す

る 審 査  

一 敷 地 内 認 定 建

築 物 以 外 の 建 築

物 の 建 築 認 定 申

請 手 数 料  

建 築 物 （ 一 敷 地 内 認 定

建 築 物 を 除 く 。 以 下 こ

の 項 に お い て 同 じ 。 ）

の 数 が １ で あ る 場 合 に

あ っ て は ７ ８ ， ０ ０ ０

円 、 建 築 物 の 数 が ２ 以

上 で あ る 場 合 に あ っ て

は ７ ８ ， ０ ０ ０ 円 に １

を 超 え る 建 築 物 の 数 に

２ ８ ， ０ ０ ０ 円 を 乗 じ

て 得 た 額 を 加 算 し た 金

額  

８  法 第 ８ ６ 条 の ５ 第

１ 項 の 規 定 に 基 づ く

一 の 敷 地 と み な す こ

と 等 の 認 定 の 取 消 し

の 申 請 に 対 す る 審 査  

一 の 敷 地 と み な

す こ と 等 の 認 定

の 取 消 し 申 請 手

数 料  

６ ， ４ ０ ０ 円 に 現 に 存

す る 建 築 物 の 数 に １

２ ， ０ ０ ０ 円 を 乗 じ て

得 た 額 を 加 算 し た 金 額  

９  法 第 ８ ６ 条 の ６ 第

２ 項 の 規 定 に 基 づ く

一 団 地 の 住 宅 施

設 に 関 す る 都 市

２ ７ ， ０ ０ ０ 円  



 

 

建 築 物 の 容 積 率 、 建

ぺ い 率 、 外 壁 の 後 退

距 離 又 は 高 さ に 関 す

る 制 限 の 適 用 除 外 に

係 る 認 定 の 申 請 に 対

す る 審 査  

計 画 に 基 づ く 建

築 物 の 容 積 率 、

建 ぺ い 率 、 外 壁

の 後 退 距 離 又 は

高 さ に 関 す る 制

限 の 適 用 除 外 に

係 る 認 定 申 請 手

数 料  

１ ０  法 第 ８ ６ 条 の ８

第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

く 既 存 の 一 の 建 築 物

に つ い て ２ 以 上 の 工

事 に 分 け て 工 事 を 行

う 場 合 の 制 限 の 緩 和

に 係 る 認 定 の 申 請 に

対 す る 審 査  

既 存 の 一 の 建 築

物 を 段 階 的 に 改

修 す る 場 合 の 制

限 の 緩 和 に 係 る

認 定 申 請 手 数 料  

２ ７ ， ０ ０ ０ 円  

１ １  法 第 ８ ６ 条 の ８

第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ

く 既 存 の 一 の 建 築 物

に つ い て ２ 以 上 の 工

事 に 分 け て 工 事 を 行

う 場 合 の 制 限 の 緩 和

に 係 る 認 定 の 変 更 の

申 請 に 対 す る 審 査  

既 存 の 一 の 建 築

物 を 段 階 的 に 改

修 す る 場 合 の 制

限 の 緩 和 に 係 る

認 定 の 変 更 認 定

申 請 手 数 料  

２ ７ ， ０ ０ ０ 円  

２  確 認 申 請 又 は 計 画 通 知 の 手 数 料  

（ １ ） 建 築 物 を 建 築 す る 場 合  

床 面 積 の 合 計  金 額  

３ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の  ８ ， ０ ０ ０ 円  

３ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え １ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の  

１ ９ ， ０ ０ ０ 円  

１ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ２ ０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内 の も の  

４ １ ， ０ ０ ０ 円  

２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ５ ０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内 の も の  

６ ３ ， ０ ０ ０ 円  

５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え １ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以 内 の も の  

１ ０ ７ ， ０ ０ ０ 円  

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ２ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の  

１ ５ ５ ， ０ ０ ０ 円  

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え １ ０ ， ０

０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の  

２ ３ １ ， ０ ０ ０ 円  

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ５ ０ ，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の  

３ ４ １ ， ０ ０ ０ 円  

５ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の  ６ １ ０ ， ０ ０ ０ 円  



 

 

（ ２ ） 確 認 又 は 通 知 を 受 け た 建 築 物 の 計 画 の 変 更 を し て 建 築 物 を 建

築 す る 場 合 （ 移 転 す る 場 合 を 除 く 。 ）  

手 数 料 の 金 額  当 該 計 画 の 変 更 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の ２ 分 の １

（ 床 面 積 の 増 加 す る 部 分 に あ っ て は 、 当 該 増 加

す る 部 分 の 床 面 積 ） に つ い て 、 （ １ ） に よ り 算

出 し た 額  

（ ３ ） 建 築 物 を 移 転 す る 場 合 （ （ ４ ） に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ）  

手 数 料 の 金 額  当 該 移 転 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の ２ 分 の １ に つ い

て 、 （ １ ） に よ り 算 出 し た 額  

（ ４ ） 確 認 又 は 通 知 を 受 け た 建 築 物 の 計 画 の 変 更 を し て 建 築 物 を 移

転 す る 場 合  

手 数 料 の 金 額  当 該 計 画 の 変 更 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の ２ 分 の １

に つ い て 、 （ １ ） に よ り 算 出 し た 額  

（ ５ ） 工 作 物 の 場 合  

区 分  金 額  

工 作 物 を 築 造 す る 場 合  １ ７ ， ０ ０ ０ 円  

確 認 又 は 通 知 を 受 け た 工 作 物 の 計 画 の 変 更 を

し て 工 作 物 を 築 造 す る 場 合  

７ ， ０ ０ ０ 円  

３  構 造 計 算 適 合 性 判 定 手 数 料  

区 分  金 額  

法 第 ２ ０ 条 第 ２ 号 イ 又 は 第 ３ 号

イ の 構 造 計 算 が 同 条 第 ２ 号 イ に

規 定 す る 方 法 で 適 正 に 行 わ れ た

も の で あ る か を 判 定 す る 場 合  

１ ５ ７ ， ０ ０ ０ 円  

法 第 ２ ０ 条 第 ２ 号 イ 又 は 第 ３ 号

イ の 構 造 計 算 が 同 条 第 ２ 号 イ 又

は 第 ３ 号 イ に 規 定 す る プ ロ グ ラ

ム で 適 正 に 行 わ れ た も の で あ る

か を 判 定 す る 場 合  

１ ０ ８ ， ０ ０ ０ 円  

備 考  一 の 建 築 物 の ２ 以 上 の 部 分 が エ キ ス パ ン シ ョ ン ジ ョ イ ン ト そ

の 他 の 相 互 に 応 力 を 伝 え な い 構 造 方 法 の み で 接 し て い る 場 合 に お

け る 当 該 建 築 物 の 部 分 は 、 そ れ ぞ れ 別 の 建 築 物 と み な す 。  

４  完 了 検 査 申 請 又 は 完 了 通 知 の 手 数 料  

（ １ ） 建 築 物 を 建 築 し た 場 合 （ 移 転 を 除 く 。 ）  

床 面 積 の 合 計  金 額  

３ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の  １ ７ ， ０ ０ ０ 円  

３ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え １ ０ ０ 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の  

２ ２ ， ０ ０ ０ 円  

１ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ２ ０ ０ 平 方 メ ３ ６ ， ０ ０ ０ 円  



 

 

ー ト ル 以 内 の も の  

２ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ５ ０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内 の も の  

５ １ ， ０ ０ ０ 円  

５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え １ ， ０ ０ ０ 平

方 メ ー ト ル 以 内 の も の  

６ ７ ， ０ ０ ０ 円  

１ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ２ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の  

９ ５ ， ０ ０ ０ 円  

２ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え １ ０ ， ０

０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の  

１ ７ １ ， ０ ０ ０ 円  

１ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え ５ ０ ，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の  

２ ４ ４ ， ０ ０ ０ 円  

５ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の  ４ ４ ９ ， ０ ０ ０ 円  

（ ２ ） 建 築 物 を 移 転 し た 場 合  

手 数 料 の 金 額  当 該 移 転 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の ２ 分 の １ に つ い

て 、 （ １ ） に よ り 算 出 し た 額  

（ ３ ） 工 作 物 の 場 合  

区 分  金 額  

工 作 物  ２ ９ ， ０ ０ ０ 円  

別 表 第 ４ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

１  長 期 優 良 住 宅 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 関 係 手 数 料  

手 数 料 を 徴 収 す る 事 務  手 数 料 の 名 称  金 額  

１  長 期 優 良 住 宅 の 普 及

の 促 進 に 関 す る 法 律

（ 平 成 ２ ０ 年 法 律 第 ８

７ 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 及

び 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 長 期 優 良 住 宅 建 築 等

計 画 の 認 定 の 申 請 に 対

す る 審 査  

長 期 優 良 住 宅 建

築 等 計 画 認 定 申

請 手 数 料  

２ の 表 に 定 め る 金

額 。 た だ し 、 次 の 各

号 に 該 当 す る 場 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め

る 金 額 を 加 算 す る 。

（ １ ） 長 期 優 良 住 宅  

の 普 及 の 促 進 に

関 す る 法 律 第 ６

条 第 ２ 項 の 規 定

に よ る 申 出 が あ

る 場 合  別 表 第

３ の １ の 表 １ の

項 に 定 め る 金 額  

（ ２ ） 前 号 の 申 出 に

係 る 建 築 物 が 建

築 基 準 法 第 ６ 条

第 ５ 項 の 構 造 計

算 適 合 性 判 定 を

求 め な け れ ば な

ら な い も の で あ

る 場 合  建 築 物



 

 

ご と に 別 表 第 ３

の ３ の 表 に 定 め

る 金 額 に 消 費 税

及 び 地 方 消 費 税

に 相 当 す る 額 を

加 算 し た 金 額  

２  長 期 優 良 住 宅 の 普 及

の 促 進 に 関 す る 法 律 第

５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基

づ く 長 期 優 良 住 宅 建 築

等 計 画 の 認 定 の 申 請 に

対 す る 審 査  

長 期 優 良 住 宅 建

築 等 計 画 （ 分 譲

事 業 者 単 独 作

成 ） 認 定 申 請 手

数 料  

３ の 表 に 定 め る 金

額 。 た だ し 、 次 の 各

号 に 該 当 す る 場 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め

る 金 額 を 加 算 す る 。

（ １ ） 長 期 優 良 住 宅 

の 普 及 の 促 進 に

関 す る 法 律 第 ６

条 第 ２ 項 の 規 定

に よ る 申 出 が あ

る 場 合  別 表 第

３ の １ の 表 １ の

項 に 定 め る 金 額  

（ ２ ） 前 号 の 申 出 に

係 る 建 築 物 が 建

築 基 準 法 第 ６ 条

第 ５ 項 の 構 造 計

算 適 合 性 判 定 を

求 め な け れ ば な

ら な い も の で あ

る 場 合  建 築 物

ご と に 別 表 第 ３

の ３ の 表 に 定 め

る 金 額 に 消 費 税

及 び 地 方 消 費 税

に 相 当 す る 額 を

加 算 し た 金 額  

３  長 期 優 良 住 宅 の 普 及

の 促 進 に 関 す る 法 律 第

８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ く 認 定 を 受 け た 長 期

優 良 住 宅 建 築 等 計 画 の

変 更 の 認 定 の 申 請 に 併

せ て 提 出 す る 建 築 基 準

法 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ く 確 認 の 申 請 に

対 す る 審 査  

長 期 優 良 住 宅 建

築 等 計 画 変 更 認

定 申 請 に 併 せ て

提 出 す る 建 築 確

認 申 請 手 数 料  

長 期 優 良 住 宅 の 普 及

の 促 進 に 関 す る 法 律

第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ る 申 出 が あ る 場

合 に は 、 別 表 第 ３ の

１ の 表 １ の 項 に 定 め

る 金 額 。 た だ し 、 申

出 に 係 る 建 築 物 が 建

築 基 準 法 第 ６ 条 第 ５

項 の 構 造 計 算 適 合 性

判 定 を 求 め な け れ ば



 

 

な ら な い も の で あ る

場 合 は 、 建 築 物 ご と

に 別 表 第 ３ の ３ の 表

に 定 め る 金 額 に 消 費

税 及 び 地 方 消 費 税 に

相 当 す る 額 を 加 算 し

た 金 額 を 加 算 す る 。  

４  長 期 優 良 住 宅 の 普 及

の 促 進 に 関 す る 法 律 第

９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ く 譲 受 人 を 決 定 し た

場 合 に お け る 認 定 を 受

け た 長 期 優 良 住 宅 建 築

等 計 画 の 変 更 の 認 定 の

申 請 に 対 す る 審 査  

長 期 優 良 住 宅 建

築 等 計 画 変 更

（ 譲 受 人 決 定

時 ） 認 定 申 請 手

数 料  

４ の 表 に 定 め る 金 額  

２  長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 認 定 申 請 手 数 料  

区 分  

１ 戸 当 た り の 手 数 料 の 金 額  

申 請 に 係 る 長 期 優 良

住 宅 建 築 等 計 画 が 、

住 宅 の 品 質 確 保 の 促

進 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 １ １ 年 法 律 第

８ １ 号 ） 第 ５ 条 第 １

項 に 規 定 す る 登 録 住

宅 性 能 評 価 機 関 に よ

り 長 期 優 良 住 宅 の 普

及 の 促 進 に 関 す る 法

律 第 ６ 条 第 １ 項 第 １

号 か ら 第 ４ 号 ま で に

掲 げ る 基 準 に 適 合 し

て い る と 認 め ら れ た

も の で あ る 場 合  

申 請 に 係 る 長 期 優 良

住 宅 建 築 等 計 画 が 、

住 宅 の 品 質 確 保 の 促

進 等 に 関 す る 法 律 第

５ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 登 録 住 宅 性 能 評 価

機 関 に よ り 長 期 優 良

住 宅 の 普 及 の 促 進 に

関 す る 法 律 第 ６ 条 第

１ 項 第 １ 号 か ら 第 ４

号 ま で に 掲 げ る 基 準

に 適 合 し て い る と 認

め ら れ た も の で な い

場 合  

一 戸 建 て の 住 宅  ６ ， ７ ０ ０ 円  ５ ０ ， ６ ０ ０ 円  

一

戸

建

て

の

住

宅

以

外

の

住

総 戸 数 が ５ 戸 以

下 の も の  

２ ， ７ ０ ０ 円  ２ ３ ， ８ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ５ 戸 を

超 え １ ０ 戸 以 下

の も の  

２ ， ４ ０ ０ 円  １ ９ ， ０ ０ ０ 円  

総 戸 数 が １ ０ 戸

を 超 え ２ ５ 戸 以

下 の も の  

１ ， ３ ０ ０ 円  １ ５ ， ０ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ２ ５ 戸

を 超 え ５ ０ 戸 以

下 の も の  

１ ， ２ ０ ０ 円  １ ３ ， ５ ０ ０ 円  



 

 

宅  総 戸 数 が ５ ０ 戸

を 超 え １ ０ ０ 戸

以 下 の も の  

１ ， １ ０ ０ 円  １ １ ， ６ ０ ０ 円  

総 戸 数 が １ ０ ０

戸 を 超 え ２ ０ ０

戸 以 下 の も の  

９ ０ ０ 円  １ ０ ， ７ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ２ ０ ０

戸 を 超 え ３ ０ ０

戸 以 下 の も の  

７ ０ ０ 円  １ ０ ， ２ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ３ ０ ０

戸 を 超 え る も の  

６ ０ ０ 円  ９ ， ４ ０ ０ 円  

３ 長期優良住宅建築等計画（分譲事業者単独作成）認定申請手数 料  

区 分  

１ 戸 当 た り の 手 数 料 の 金 額  

申 請 に 係 る 長 期 優 良

住 宅 建 築 等 計 画 が 、

住 宅 の 品 質 確 保 の 促

進 等 に 関 す る 法 律 第

５ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 登 録 住 宅 性 能 評 価

機 関 に よ り 長 期 優 良

住 宅 の 普 及 の 促 進 に

関 す る 法 律 第 ６ 条 第

１ 項 第 １ 号 か ら 第 ３

号 ま で 及 び 第 ５ 号 に

掲 げ る 基 準 に 適 合 し

て い る と 認 め ら れ た

も の で あ る 場 合  

申 請 に 係 る 長 期 優 良

住 宅 建 築 等 計 画 が 、

住 宅 の 品 質 確 保 の 促

進 等 に 関 す る 法 律 第

５ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 登 録 住 宅 性 能 評 価

機 関 に よ り 長 期 優 良

住 宅 の 普 及 の 促 進 に

関 す る 法 律 第 ６ 条 第

１ 項 第 １ 号 か ら 第 ３

号 ま で 及 び 第 ５ 号 に

掲 げ る 基 準 に 適 合 し

て い る と 認 め ら れ た

も の で な い 場 合  

一 戸 建 て の 住 宅  ６ ， ７ ０ ０ 円  ４ ３ ， ８ ０ ０ 円  

一

戸

建

て

の

住

宅

以

外

の

住

宅  

総 戸 数 が ５ 戸 以

下 の も の  

２ ， ７ ０ ０ 円  ２ １ ， ６ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ５ 戸 を

超 え １ ０ 戸 以 下

の も の  

２ ， ４ ０ ０ 円  １ ７ ， ４ ０ ０ 円  

総 戸 数 が １ ０ 戸

を 超 え ２ ５ 戸 以

下 の も の  

１ ， ３ ０ ０ 円  １ ３ ， ７ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ２ ５ 戸

を 超 え ５ ０ 戸 以

下 の も の  

１ ， ２ ０ ０ 円  １ ２ ， ６ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ５ ０ 戸

を 超 え １ ０ ０ 戸

以 下 の も の  

１ ， １ ０ ０ 円  １ １ ， ０ ０ ０ 円  

総 戸 数 が １ ０ ０

戸 を 超 え ２ ０ ０

９ ０ ０ 円  １ ０ ， ２ ０ ０ 円  



 

 

戸 以 下 の も の  

総 戸 数 が ２ ０ ０

戸 を 超 え ３ ０ ０

戸 以 下 の も の  

７ ０ ０ 円  ９ ， ７ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ３ ０ ０

戸 を 超 え る も の  

６ ０ ０ 円  ８ ， ９ ０ ０ 円  

４  長 期 優 良 住 宅 建 築 等 計 画 変 更 （ 譲 受 人 決 定 時 ） 認 定 申 請 手 数 料  

区 分  

１ 戸 当 た り の 手 数 料 の 金 額  

申 請 に 係 る 長 期 優 良

住 宅 建 築 等 計 画 が 、

住 宅 の 品 質 確 保 の 促

進 等 に 関 す る 法 律 第

５ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 登 録 住 宅 性 能 評 価

機 関 に よ り 長 期 優 良

住 宅 の 普 及 の 促 進 に

関 す る 法 律 第 ８ 条 第

２ 項 の 規 定 に よ り 準

用 す る 同 法 第 ６ 条 第

１ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る

基 準 に 適 合 し て い る

と 認 め ら れ た も の で

あ る 場 合  

申 請 に 係 る 長 期 優 良

住 宅 建 築 等 計 画 が 、

住 宅 の 品 質 確 保 の 促

進 等 に 関 す る 法 律 第

５ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 登 録 住 宅 性 能 評 価

機 関 に よ り 長 期 優 良

住 宅 の 普 及 の 促 進 に

関 す る 法 律 第 ８ 条 第

２ 項 の 規 定 に よ り 準

用 す る 同 法 第 ６ 条 第

１ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る

基 準 に 適 合 し て い る

と 認 め ら れ た も の で

な い 場 合  

一 戸 建 て の 住 宅  ６ ， ７ ０ ０ 円  １ ３ ， ５ ０ ０ 円  

一

戸

建

て

の

住

宅

以

外

の

住

宅  

総 戸 数 が ５ 戸 以

下 の も の  

２ ， ７ ０ ０ 円  ４ ， ９ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ５ 戸 を

超 え １ ０ 戸 以 下

の も の  

２ ， ４ ０ ０ 円  ４ ， ０ ０ ０ 円  

総 戸 数 が １ ０ 戸

を 超 え ２ ５ 戸 以

下 の も の  

１ ， ３ ０ ０ 円  ２ ， ７ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ２ ５ 戸

を 超 え ５ ０ 戸 以

下 の も の  

１ ， ２ ０ ０ 円  ２ ， １ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ５ ０ 戸

を 超 え １ ０ ０ 戸

以 下 の も の  

１ ， １ ０ ０ 円  １ ， ６ ０ ０ 円  

総 戸 数 が １ ０ ０

戸 を 超 え ２ ０ ０

戸 以 下 の も の  

９ ０ ０ 円  １ ， ４ ０ ０ 円  

総 戸 数 が ２ ０ ０

戸 を 超 え ３ ０ ０

戸 以 下 の も の  

７ ０ ０ 円  １ ， ２ ０ ０ 円  



 

 

総 戸 数 が ３ ０ ０

戸 を 超 え る も の  

６ ０ ０ 円  １ ， ０ ０ ０ 円  

別 表 第 ５ （ 第 ２ 条 関 係 ）  

１  都 市 の 低 炭 素 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 関 係 手 数 料  

手 数 料 を 徴 収 す る 事 務  手 数 料 の 名 称  金 額  

１  都 市 の 低 炭 素 化 の 促

進 に 関 す る 法 律 （ 平 成

２ ４ 年 法 律 第 ８ ４ 号 ）

第 ５ ３ 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ く 低 炭 素 建 築 物

新 築 等 計 画 の 認 定 の 申

請 に 対 す る 審 査  

低 炭 素 建 築 物 新

築 等 計 画 認 定 申

請 手 数 料  

２ の 表 に 定 め る 金

額 。 た だ し 、 次 の 各

号 に 該 当 す る 場 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め

る 金 額 を 加 算 す る 。

（ １ ） 都 市 の 低 炭 素 

化 の 促 進 に 関 す

る 法 律 第 ５ ４ 条

第 ２ 項 の 規 定 に

よ る 申 出 が あ る

場 合  別 表 第 ３

の １ の 表 １ の 項

に 定 め る 金 額  

（ ２ ） 前 号 の 申 出 に

係 る 建 築 物 が 建

築 基 準 法 第 ６ 条

第 ５ 項 の 構 造 計

算 適 合 性 判 定 を

求 め な け れ ば な

ら な い も の で あ

る 場 合  建 築 物

ご と に 別 表 第 ３

の ３ の 表 に 定 め

る 金 額 に 消 費 税

及 び 地 方 消 費 税

に 相 当 す る 額 を

加 算 し た 金 額  

２  都 市 の 低 炭 素 化 の 促

進 に 関 す る 法 律 第 ５ ５

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

く 低 炭 素 建 築 物 新 築 等

計 画 の 変 更 の 認 定 の 申

請 に 対 す る 審 査  

低 炭 素 建 築 物 新

築 等 計 画 変 更 認

定 申 請 手 数 料  

３ の 表 に 定 め る 金

額 。 た だ し 、 次 の 各

号 に 該 当 す る 場 合

は 、 当 該 各 号 に 定 め

る 金 額 を 加 算 す る 。

（ １ ） 都 市 の 低 炭 素 

化 の 促 進 に 関 す

る 法 律 第 ５ ４ 条

第 ２ 項 の 規 定 に

よ る 申 出 が あ る

場 合  別 表 第 ３



 

 

の １ の 表 １ の 項

に 定 め る 金 額  

（ ２ ） 前 号 の 申 出 に

係 る 建 築 物 が 建

築 基 準 法 第 ６ 条

第 ５ 項 の 構 造 計

算 適 合 性 判 定 を

求 め な け れ ば な

ら な い も の で あ

る 場 合  建 築 物

ご と に 別 表 第 ３

の ３ の 表 に 定 め

る 金 額 に 消 費 税

及 び 地 方 消 費 税

に 相 当 す る 額 を

加 算 し た 金 額  

２  低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 認 定 申 請 手 数 料  

区 分  

１ 件 当 た り の 手 数 料 の 金 額  

申 請 に 係 る 低 炭 素 建

築 物 新 築 等 計 画 が 、

市 長 が 定 め た 機 関 に

よ り 都 市 の 低 炭 素 化

の 促 進 に 関 す る 法 律

第 ５ ４ 条 第 １ 項 各 号

に 掲 げ る 基 準 に 適 合

し て い る と 認 め ら れ

た も の で あ る 場 合  

申 請 に 係 る 低 炭 素 建

築 物 新 築 等 計 画 が 、

市 長 が 定 め た 機 関 に

よ り 都 市 の 低 炭 素 化

の 促 進 に 関 す る 法 律

第 ５ ４ 条 第 １ 項 各 号

に 掲 げ る 基 準 に 適 合

し て い る と 認 め ら れ

た も の で な い 場 合  

一 戸 建 て の 住 宅  ５ ， ０ ０ ０ 円  ３ ６ ， ８ ０ ０ 円  

共

同

住

宅

等  

住

戸

部

分  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が １ 戸

の も の  

５ ， ０ ０ ０ 円  ３ ６ ， ８ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が １ 戸

を 超 え ５ 戸

以 下 の も の  

１ ０ ， １ ０ ０ 円  ７ ４ ， ５ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が ５ 戸

を 超 え １ ０

戸 以 下 の も

の  

１ ７ ， ３ ０ ０ 円  １ ０ ４ ， ８ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が １ ０

戸 を 超 え ２

５ 戸 以 下 の

２ ８ ， ９ ０ ０ 円  １ ４ ７ ， ５ ０ ０ 円  



 

 

も の  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が ２ ５

戸 を 超 え ５

０ 戸 以 下 の

も の  

４ ８ ， ４ ０ ０ 円  ２ １ １ ， ９ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が ５ ０

戸 を 超 え １

０ ０ 戸 以 下

の も の  

８ ６ ， ８ ０ ０ 円  ３ ０ ３ ， ８ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が １ ０

０ 戸 を 超 え

２ ０ ０ 戸 以

下 の も の  

１ ３ ７ ， ４ ０ ０ 円  ４ １ １ ， ５ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が ２ ０

０ 戸 を 超 え

３ ０ ０ 戸 以

下 の も の  

１ ７ ３ ， ６ ０ ０ 円  ５ ３ ９ ， ６ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が ３ ０

０ 戸 を 超 え

る も の  

１ ８ ５ ， １ ０ ０ 円  ６ ３ ３ ， ６ ０ ０ 円  

共

用

部

分  

床 面 積 が ３

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

の も の  

１ ０ ， １ ０ ０ 円  １ １ ７ ， ９ ０ ０ 円  

床 面 積 が ３

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル を 超

え ２ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の  

２ ８ ， ９ ０ ０ 円  １ ９ ４ ， ５ ０ ０ 円  

床 面 積 が

２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

８ ６ ， ８ ０ ０ 円  ３ ０ ３ ， ０ ０ ０ 円  



 

 

床 面 積 が

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え １

０ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

１ ３ ７ ， ４ ０ ０ 円  ３ ８ ９ ， １ ０ ０ 円  

床 面 積 が １

０ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え ２

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

１ ７ ３ ， ６ ０ ０ 円  ４ ６ ５ ， １ ０ ０ 円  

床 面 積 が ２

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え る

も の  

２ １ ７ ， ０ ０ ０ 円  ５ ４ １ ， ７ ０ ０ 円  

非 住 宅

建 築 物  

床 面 積 が ３

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

の も の  

１ ０ ， １ ０ ０ 円  ２ ６ ０ ， ４ ０ ０ 円  

床 面 積 が ３

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル を 超

え ２ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の  

２ ８ ， ９ ０ ０ 円  ４ １ ５ ， １ ０ ０ 円  

床 面 積 が

２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

８ ６ ， ８ ０ ０ 円  ５ ９ ０ ， ９ ０ ０ 円  

床 面 積 が

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え １

１ ３ ７ ， ４ ０ ０ 円  ７ ２ ４ ， ７ ０ ０ 円  



 

 

０ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

床 面 積 が １

０ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え ２

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

１ ７ ３ ， ６ ０ ０ 円  ８ ５ ４ ， ２ ０ ０ 円  

床 面 積 が ２

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え る

も の  

２ １ ７ ， ０ ０ ０ 円  ９ ７ ５ ， ０ ０ ０ 円  

備 考  

１  こ の 表 に お い て 「 一 戸 建 て の 住 宅 」 と は 、 住 戸 部 分 以 外 の

部 分 を 有 し な い １ 戸 の 住 宅 を い う 。  

２  こ の 表 に お い て 「 共 同 住 宅 等 」 と は 、 共 同 住 宅 、 長 屋 そ の

他 の 一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 住 宅 で あ っ て 、 住 戸 部 分 以 外 の 部

分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 し な い も の を い う 。  

３  こ の 表 に お い て 「 住 戸 部 分 」 と は 、 人 の 居 住 の 用 に 供 す る

部 分 を い う 。  

４  こ の 表 に お い て 「 共 用 部 分 」 と は 、 共 用 廊 下 、 共 用 階 段 そ

の 他 の 共 用 部 分 を い う 。  

５  こ の 表 に お い て 「 非 住 宅 建 築 物 」 と は 、 住 戸 部 分 を 有 し な

い 建 築 物 を い う 。  

６  共 同 住 宅 等 の 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場 合 又 は 共 同 住

宅 等 の 住 戸 部 分 及 び 共 同 住 宅 等 の 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す

る 場 合 の 手 数 料 の 金 額 は 、 次 に 掲 げ る 手 数 料 の 金 額 の 合 計 額

と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ の 表 中 「 申 請 戸 数 」 と あ る の

は 、 「 総 戸 数 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ １ ） 共 同 住 宅 等 の 住 戸 部 分 の 総 戸 数 に 応 じ た 共 同 住 宅 等 の 住

戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

（ ２ ） 共 同 住 宅 等 の 共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た 共 同 住 宅 等 の 共

用 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

７  複 合 建 築 物 （ 住 戸 部 分 及 び 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 （ 共 用 部 分

を 除 く 。 ） を 有 す る 建 築 物 を い う 。 備 考 ８ に お い て 同 じ 。 ）

に つ い て 、 当 該 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場 合 又 は 当 該 建

築 物 の 住 戸 部 分 及 び 当 該 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場 合 の

手 数 料 の 金 額 は 、 当 該 建 築 物 の 形 態 に 応 じ て 、 （ １ ） 及 び

（ ４ ） の 金 額 の 合 計 額 又 は （ ２ ） 、 （ ３ ） 及 び （ ４ ） の 金 額



 

 

の 合 計 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ の 表 中 「 申 請 戸 数 」

と あ る の は 、 「 総 戸 数 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ １ ） 一 戸 建 て の 住 宅 の 手 数 料 の 金 額  

（ ２ ） 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 の 総 戸 数 に 応 じ た 共 同 住 宅 等 の 住

戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

（ ３ ） 複 合 建 築 物 の 共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た 共 同 住 宅 等 の 共

用 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

（ ４ ） 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 及 び 共 用 部 分 以 外 の 部 分 の 床 面 積

に 応 じ た 非 住 宅 建 築 物 の 手 数 料 の 金 額  

８  複 合 建 築 物 に つ い て 、 当 該 建 築 物 の 住 戸 部 分 の 認 定 申 請 を

す る 場 合 の 手 数 料 の 金 額 は 、 当 該 建 築 物 の 形 態 に 応 じ て 、 一

戸 建 て の 住 宅 の 手 数 料 の 金 額 又 は 認 定 申 請 を す る 住 戸 部 分 の

戸 数 に 応 じ た 共 同 住 宅 等 の 住 戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額 と す る 。  

３  低 炭 素 建 築 物 新 築 等 計 画 変 更 認 定 申 請 手 数 料  

区 分  

１ 件 当 た り の 手 数 料 の 金 額  

申 請 に 係 る 低 炭 素 建

築 物 新 築 等 計 画 が 、

市 長 が 定 め た 機 関 に

よ り 都 市 の 低 炭 素 化

の 促 進 に 関 す る 法 律

第 ５ ５ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 準 用 す る 同

法 第 ５ ４ 条 第 １ 項 各

号 に 掲 げ る 基 準 に 適

合 し て い る と 認 め ら

れ た も の で あ る 場 合  

申 請 に 係 る 低 炭 素 建

築 物 新 築 等 計 画 が 、

市 長 が 定 め た 機 関 に

よ り 都 市 の 低 炭 素 化

の 促 進 に 関 す る 法 律

第 ５ ５ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 準 用 す る 同

法 第 ５ ４ 条 第 １ 項 各

号 に 掲 げ る 基 準 に 適

合 し て い る と 認 め ら

れ た も の で な い 場 合  

一 戸 建 て の 住 宅  ３ ， ０ ０ ０ 円  １ ８ ， ９ ０ ０ 円  

共

同

住

宅

等  

住

戸

部

分  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が １ 戸

の も の  

３ ， ０ ０ ０ 円  １ ８ ， ９ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が １ 戸

を 超 え ５ 戸

以 下 の も の  

６ ， ０ ０ ０ 円  ３ ８ ， ２ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が ５ 戸

を 超 え １ ０

戸 以 下 の も

の  

１ ０ ， ４ ０ ０ 円  ５ ４ ， １ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が １ ０

戸 を 超 え ２

５ 戸 以 下 の

も の  

１ ７ ， ３ ０ ０ 円  ７ ６ ， ６ ０ ０ 円  



 

 

１ 棟 の 申 請

戸 数 が ２ ５

戸 を 超 え ５

０ 戸 以 下 の

も の  

２ ９ ， ０ ０ ０ 円  １ １ ０ ， ８ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が ５ ０

戸 を 超 え １

０ ０ 戸 以 下

の も の  

５ ２ ， ０ ０ ０ 円  １ ６ ０ ， ５ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が １ ０

０ 戸 を 超 え

２ ０ ０ 戸 以

下 の も の  

８ ２ ， ４ ０ ０ 円  ２ １ ９ ， ５ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が ２ ０

０ 戸 を 超 え

３ ０ ０ 戸 以

下 の も の  

１ ０ ４ ， １ ０ ０ 円  ２ ８ ７ ， １ ０ ０ 円  

１ 棟 の 申 請

戸 数 が ３ ０

０ 戸 を 超 え

る も の  

１ １ １ ， １ ０ ０ 円  ３ ３ ５ ， ３ ０ ０ 円  

共

用

部

分  

床 面 積 が ３

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

の も の  

６ ， ０ ０ ０ 円  ５ ９ ， ９ ０ ０ 円  

床 面 積 が ３

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル を 超

え ２ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の  

１ ７ ， ３ ０ ０ 円  １ ０ ０ ， １ ０ ０ 円  

床 面 積 が

２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

５ ２ ， ０ ０ ０ 円  １ ６ ０ ， ２ ０ ０ 円  

床 面 積 が ８ ２ ， ４ ０ ０ 円  ２ ０ ８ ， ３ ０ ０ 円  



 

 

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え １

０ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

床 面 積 が １

０ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え ２

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

１ ０ ４ ， １ ０ ０ 円  ２ ４ ９ ， ９ ０ ０ 円  

床 面 積 が ２

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え る

も の  

１ ３ ０ ， ２ ０ ０ 円  ２ ９ ２ ， ５ ０ ０ 円  

非 住 宅

建 築 物  

床 面 積 が ３

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 内

の も の  

６ ， ０ ０ ０ 円  １ ３ １ ， ２ ０ ０ 円  

床 面 積 が ３

０ ０ 平 方 メ

ー ト ル を 超

え ２ ， ０ ０

０ 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の

も の  

１ ７ ， ３ ０ ０ 円  ２ １ ０ ， ４ ０ ０ 円  

床 面 積 が

２ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

５ ２ ， ０ ０ ０ 円  ３ ０ ４ ， １ ０ ０ 円  

床 面 積 が

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え １

０ ， ０ ０ ０

８ ２ ， ４ ０ ０ 円  ３ ７ ６ ， １ ０ ０ 円  



 

 

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

床 面 積 が １

０ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え ２

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も

の  

１ ０ ４ ， １ ０ ０ 円  ４ ４ ４ ， ４ ０ ０ 円  

床 面 積 が ２

５ ， ０ ０ ０

平 方 メ ー ト

ル を 超 え る

も の  

１ ３ ０ ， ２ ０ ０ 円  ５ ０ ９ ， ２ ０ ０ 円  

備 考  

１  こ の 表 に お い て 「 一 戸 建 て の 住 宅 」 と は 、 住 戸 部 分 以 外 の

部 分 を 有 し な い １ 戸 の 住 宅 を い う 。  

２  こ の 表 に お い て 「 共 同 住 宅 等 」 と は 、 共 同 住 宅 、 長 屋 そ の

他 の 一 戸 建 て の 住 宅 以 外 の 住 宅 で あ っ て 、 住 戸 部 分 以 外 の 部

分 （ 共 用 部 分 を 除 く 。 ） を 有 し な い も の を い う 。  

３  こ の 表 に お い て 「 住 戸 部 分 」 と は 、 人 の 居 住 の 用 に 供 す る

部 分 を い う 。  

４  こ の 表 に お い て 「 共 用 部 分 」 と は 、 共 用 廊 下 、 共 用 階 段 そ

の 他 の 共 用 部 分 を い う 。  

５  こ の 表 に お い て 「 非 住 宅 建 築 物 」 と は 、 住 戸 部 分 を 有 し な

い 建 築 物 を い う 。  

６  共 同 住 宅 等 の 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場 合 又 は 共 同 住

宅 等 の 住 戸 部 分 及 び 共 同 住 宅 等 の 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す

る 場 合 の 手 数 料 の 金 額 は 、 次 に 掲 げ る 手 数 料 の 金 額 の 合 計 額

と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ の 表 中 「 申 請 戸 数 」 と あ る の

は 、 「 総 戸 数 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ １ ） 共 同 住 宅 等 の 住 戸 部 分 の 総 戸 数 に 応 じ た 共 同 住 宅 等 の 住

戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

（ ２ ） 共 同 住 宅 等 の 共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た 共 同 住 宅 等 の 共

用 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

７  複 合 建 築 物 （ 住 戸 部 分 及 び 住 戸 部 分 以 外 の 部 分 （ 共 用 部 分

を 除 く 。 ） を 有 す る 建 築 物 を い う 。 備 考 ８ に お い て 同 じ 。 ）

に つ い て 、 当 該 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場 合 又 は 当 該 建

築 物 の 住 戸 部 分 及 び 当 該 建 築 物 全 体 の 認 定 申 請 を す る 場 合 の

手 数 料 の 金 額 は 、 当 該 建 築 物 の 形 態 に 応 じ て 、 （ １ ） 及 び

（ ４ ） の 金 額 の 合 計 額 又 は （ ２ ） 、 （ ３ ） 及 び （ ４ ） の 金 額

の 合 計 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ の 表 中 「 申 請 戸 数 」



 

 

と あ る の は 、 「 総 戸 数 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

（ １ ） 一 戸 建 て の 住 宅 の 手 数 料 の 金 額  

（ ２ ） 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 の 総 戸 数 に 応 じ た 共 同 住 宅 等 の 住

戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

（ ３ ） 複 合 建 築 物 の 共 用 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た 共 同 住 宅 等 の 共

用 部 分 の 手 数 料 の 金 額  

（ ４ ） 複 合 建 築 物 の 住 戸 部 分 及 び 共 用 部 分 以 外 の 部 分 の 床 面 積

に 応 じ た 非 住 宅 建 築 物 の 手 数 料 の 金 額  

８  複 合 建 築 物 に つ い て 、 当 該 建 築 物 の 住 戸 部 分 の 認 定 申 請 を

す る 場 合 の 手 数 料 の 金 額 は 、 当 該 建 築 物 の 形 態 に 応 じ て 、 一

戸 建 て の 住 宅 の 手 数 料 の 金 額 又 は 認 定 申 請 を す る 住 戸 部 分 の

戸 数 に 応 じ た 共 同 住 宅 等 の 住 戸 部 分 の 手 数 料 の 金 額 と す る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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